
女性活躍推進法に基づく桐生地域医療企業団特定事業主行動計画 

令和５年４月１日 

桐生地域医療企業団企業長 

 女性活躍推進法に基づく桐生地域医療企業団特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」

という。）第１５条に基づき、本企業団企業長が策定する特定事業主行動計画です。 

◆ 計画期間

本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とします。

◆ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等

本企業団では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するために、衛生委員会において

本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等に 

ついて協議を行うこととしています。 

◆ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主

行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条に基づき、女性職員 

の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行いました。 

当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定します。 

*時間外勤務の縮減と休暇取得の促進

 本院の基本理念である「信頼され、心が通う地域医療」を桐生地域に継続的に安定提供する 

ことを考え、医療提供者である職員の健康維持、日常生活等の充実は、欠かすことのできない 

ものと考えます。 

 家庭生活の充実は子育て中の職員のみでなく、職員すべてが自己の能力を如何なく発揮でき 

公務能率の向上にも繋がります。 

 また、女性の活躍の推進の観点からも時間外勤務の縮減や休暇を取得しやすい職場環境づく 

りは必要であると考えられます。 

○ 時間外勤務の縮減について

厚生労働省が定める時間外労働時間の限度を超える職員に対して、総務課で把握し、各所属

長が検討し是正に取り組み、必要があれば衛生委員会を通じて産業医との面談を実施します。

各所属においては、時間外労働の多い職員を所属長が把握し、業務の平均化を意識して相互

援助や効率化について配慮します。

○ 休暇取得の促進について

・職員家族の学校行事や旅行などの日常生活の充実を図るための年次有給休暇の利用促進や、

特別休暇の制度周知を行い、休暇が取得しやすい環境整備を進めていきます。

平成２８年度から、夏季休暇を取得できる期間を６月から１０月までに拡大し、休暇を取得

しやすい環境を整えています。

・令和４年度における男性の育児休業制度の取得者は３名(33.3％)でした。取得者は徐々に増

えていますが、依然として社会や職場の理解が不足していると考えられ、周知徹底を図る

必要性があります。また、配偶者出産休暇の取得者は７名(77.8％)で、医師２名を除く全員が

取得しており、制度の周知が進んでいると認められます。



【１】採用職員に占める女性職員の割合 （対象年度：令和５年度）

採用者数 男性 女性

13人 11人 2人

6人 1人 5人

5人 3人 2人

2人 0人 2人

※看護師には助産師を含む

【２】平均した継続勤務年数の男女の差異 （基準日：令和５年４月１日）

男性平均 女性平均

勤続年数 勤続年数

164人 406人 12.1年 16.5年

【３】職員一人あたりの各月ごとの時間外勤務の状況 （対象年度：令和５年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

平均 2.7 3.28 2.6 3.18 2.82 2.72

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平均 3.06 2.88 3.56 3.76 3.69 2.4

【４】管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 （基準日：令和５年４月１日）

【５】男女別の育児休業取得率・平均取得期間 （対象年度：令和５年度）

◇ 女性職員の活躍の推進に向けた取り組み
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◆ 男性職員の育児休業取得率　　　４０％

当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定します。

なお、この目標は、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情
について分析を行った結果、最も大きな課題を掲げています。

◆ 女性の管理職登用　　　　　　　３０％
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